
次　回
４月24日の
例　会

会　員　慶　事

第2323回　例会プログラム
●例　会　場／名鉄菜館
●開 会 点 鐘／12：30
●ロータリーソング／奉仕の理想
●内　　　容／ロータリー雑誌月間に因んで
　　　　　　　ロータリー雑誌・文献委員長　斉藤礼志君

●会員誕生日／４月19日　滝口喜徳君
●夫人誕生日／４月20日　小野寛幸君　ご夫人　玉枝様
　　　　　　　４月20日　勝又英和君　ご夫人　希志子様
●結婚記念日／４月17日　橋本喜市君　晃実様　ご夫妻
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Engage Rotary Change Lives
ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を
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★名鉄菜館　★12 ： 30点鐘
★クラブ協議会（第４回）
　全　員

http://www.gotemba-rc.gr.jp/

御殿場ロータリークラブ

週報

61名 60名 57名 95％ 100％
会員数 出席者数 暫定出席率出席計算に

用いた会員数
前々回の
確定出席率

欠席者（３名） 水口正宏君・渋谷　一君・若林洋平君

4/10の出席報告

※やむを得ず欠席される方は、午前10時までにご連絡下さい。

国際ロータリー2620地区

　皆さんこんにちは。先週は３クラブ合同観桜会に、多数の方に参加いただき誠にありが
とうございました。
　当日は、桜の花も八分咲きで一番見頃であったかと存じます。
　３月30日には橋本幹事と山中湖ＲＣの20周年記念式典に行ってまいりました。少人数のクラブですが、多く
の記念事業を行ない、また、台湾のクラブとも友好を深めている等大変頑張っている姿に感動いたしました。
　本日は静岡中央銀行の両部様においで頂き誠にありがとうございます。ロータリークラブの会員は事業を営
んでいる者が多く、事業継承については大変興味深いので楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいた
します。
　さて４月６日から20日までを二十四節気で「清明」と云いますが、清明とは「清浄明潔」を略したもので、
春の清らかで、いきいきした様子を表します。中国では、この時季に先祖の墓参りをするのが恒例行事となっ
ております。
　また、４月８日は仏教の開祖、お釈迦様の生誕を祝福する仏教行事の「灌仏会」が行われます。明治以降で
は「花祭り」とも言いますが、降誕会というところもありますし、生誕を５月８日に行う地方
もあるようです。
　釈迦に説法となりますが、お釈迦様は、生まれた時すぐに右手で天を指し、左手で地を指し
て、「天上天下唯我独尊」（すべての命はかけがえなく尊い）と言われたと伝えられております。
　４月６日から１０日までを「玄鳥至」（つばめきたる）と云いますが、今年は３月下旬には
ツバメが飛来し、もう巣作りも始まっており、例年より早い気が致します。

会長挨拶用
ＱＲコード

会 長 挨 拶 勝又  敏雄

司　会
林　則夫君

出席報告
池谷正徳君

ソングリーダー
勝又博文君



勝又　敏雄
橋本　喜市
渡辺　修司
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顧問　両部美勝様

成年後見制度と
事業承継について

静岡中央銀行
コンプライアンス統括部

１．経営者の高齢化に伴う事業承継の問題点
 事　例
父（Ａ社経営者）…Ａ社発行株式70％保有
　　　　　　　　　青年後見人の審判確定済
長男（Ａ社取締役）…Ａ社発行株式10％保有
　　　　　　　　　　父の成年後見人
次男（Ａ社取締役）…Ａ社発行株式10％保有
三男…Ａ社発行株式10％保有
 その他の事情
①父は成年被後見人の審判を受けており、自身による法
律行為（→Ａ社株式の議決権行使を含む）は不可能

②長男・次男間でＡ社の支配権をめぐって争いあり。
 問題点 
⑴父所有のＡ社発行株式の議決権行使を、成年後見人で
ある長男が行うには制限あり。

　→長男自身の利害に関係する事項の議決権行使は疑問
⑵議決権行使の空白期間が生ずる危険性あり。
・従前の事業承継対策は、本人の事理弁職能力が正常
で、相続に至るまで会社経営に正常に関与し得ること
を前提とする対策。

・高齢化社会の到来で、相続開始時までの間に経営判断
ができず、株主権の行使ができない空白期間が生ずる
可能性あり。

２．問題点の解決策→任意後見制度の利用
⑴後見制度の種類と相違点
　法廷後見制度(未成年後見、成年後見・保佐・補助)と
任意後見制度

⑵任意後見制度利用の利点
①後見人を自分が希望する人物に指定できる
　成年後見人→家庭裁判所が選任するため、会社経営に
好ましくない人物が選任される可能性あり。

　→裁判所の判断基準は「成年被後見人の療養看護・財
産管理に最適の人物」

②空白期間が短い
・任意後見制度→任意後見監督人選任には、さほど時間
を要しない。

・成年後見制度→審判確定までに４～６ヵ月必要。
③本人を代理する法律行為の内容・範囲
・任意後見制度→予め契約によって定めることが可能。
　予め自己所有株式の議決権行使について代理する法律
行為に含める。

・成年後見制度→家庭裁判所が決定。

３．円滑な事業継承への対策
⑴「遺言書」の作成
　他の相続人からの遺留分減殺請求に対する、事業承継
者の代償分割負担の軽減。

⑵中小企業経営円滑化法の利用
　生前贈与した株式の遺留分算定基礎財産に不算入、ま
たは参入価格の決定。

⑶事業承継における相続税の納税猶予制度の利用
　換価困難な株式についての相続税延納、免除。
⑷信用保証協会の「中小企業承継事業再生関連保証制
度」の活用

　静岡中央銀行が全国の金融機関で初めて制度利用を実
現

3/27のメーキャップ 4/10のスマイル
３月14日
３月19日
３月25日
３月26日
３月26日
３月28日
３月28日
３月31日
４月４日
４月６日
４月９日

臼井　良太君
池谷　正徳君
斎藤　　衛君
芹澤　正明君
山﨑伊久雄君
齋藤　　保君
山内　強嗣君
内海　隆治君
豊山　　篤君
井上　　元君
神谷　高義君

裾 野 R C
長 泉 R C
Ｅ ク ラ ブ
掛川グリーンRC
長 泉 R C
裾 野 R C
裾 野 R C
柿 田 川 R C
Ｅ ク ラ ブ
地区研修・協議会
長 泉 R C

・跡取りの内孫の長女が東京での就職が決まり喜ぶ
べきか喜ばざるべきかの中、内孫の次女と外孫の
長女が大学進学で私の両脛はもう見る影もありま
せん。稲葉博之君

・観桜会での親睦コンペで大叩きして、まさかの
優勝、ありがとうございました。自粛のためご迷惑
をおかけしました。大胡田明寿君
・４月２日のNHKのテレビでちょっと渋めのタレン
トデビューと相なりました。鈴木榮一君

・なんと！　娘が小学校５年生になりました。
　豊山　篤君


